
《 更生医療の対象となる医療の例 》

障がい区分 具　　体　　例

腎 臓 機 能 障 が い 血液透析　腹膜透析　腎移植術　免疫抑制療法　　等

肝 臓 機 能 障 が い 肝臓移植術　免疫抑制療法　　等

心 臓 機 能 障 が い

経皮的冠動脈形成術　経皮的冠動脈ステント留置術

冠動脈バイパス術　大動脈弁置換術　僧帽弁置換術

大動脈弁形成術　僧帽弁形成術　三尖弁形成術　心筋焼灼術

メイズ手術　ペースメーカー移植術　　等

（内科的治療のみのものは対象にならない）

肢 体 不 自 由

人工関節置換術　人工骨頭置換術　関節形成術　関節固定術

腱形成術　腱移植術　腱癒着剥離術　脚延長術　　等

（疾病レベルにあるものに対する手術、急性期に行われる手

術などは対象にならない）

視 覚 障 が い
角膜移植術　水晶体摘出術　眼内レンズ挿入術　虹彩切開術

網膜剥離復位術　網膜光凝固術　硝子体切開術　　等

音声・言語、そしゃく

機 能 障 が い
口唇形成術　口蓋形成術　人工喉頭形成術　　等

聴 覚 障 が い 外耳道形成術　鼓膜形成術　人工内耳埋め込み術　　等

小 腸 機 能 障 が い 中心静脈栄養法及びこれに伴う医療

免 疫 機 能 障 が い 抗HIV療法　免疫調整療法　他HIV感染に対する医療　　等


